
弥彦小学較羽譲慧

地 城 内 で連遇 する 不 審 者 から 児童 の安 全 を確 保す る ため に 以 下の 取組 を行 う。

１ 不審者対策について
（１） 学校 の体制 整 備及 び 安全 教育 の推 進

① 実践的な安全教育の推進

ア 日常 的な 指 導

危 険 を 予測 し回避 す る 能カ や、 危 険に 道週 した 場 合の１具 体 的な 対 処方 法 を

身に 付 けさ せ るた めの 実 践的 な 指 導 を行 う。 内 容 につ い１て は 下記 基 本的 な 微

底指 導事 項 を 繰り 返 し指 導す る と 共 に、 不客 者 情報 な どｉの 事例 を 児 責・ 保議

者に 知ら せ具 体的 な 場面 に応 じた 対応 を指 導す る。
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知 らない人 に誘 われて も・ つ いて いっ たり 章に 乗っ た淳 しない・

不 審な人物 につ け られ たり、 無理 矢理 違れ て行 か れそ ラに なっ たり

した ら、 大 声 を出 して助 けを求 めた り、 近く の家 や店 な レに 逃げ 込ん だり

す る。

１．
け 鵜 膿 簑ζ１隻寡 臆１：纂ミ 餅 人以上で出か １
人 通 り の 少 な い と こ ろ、 暗 い と こ ろ は で き る だ け 避 け る。

不審 な人 を見 か けたり、 被害 にあっ たり したら、 す ぐに 讐察 や 学校に

知 ら せ る。
・ 余 裕 が あ っ た ら、 不 審 な 卓 の ナ ン バ ー を 覚 え て お く。
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子 ども が受 け る 様々 な桑力 から 自 グラム ＣＡ Ｐ を

開催 （安全教育部主管 ２年生学年 し具体的に どう

対応 する こと が 出来 る か を学 ばせる。
・「こ ど も ワ ー ク シ ョ ヅ ブ」

具畿 篤 ㌶ 携 鵜㌶瓠 蚊 方●逃げ方」など

・「お と な ワ ー ク シ ョ ッ プ」 ，

子 ども を 孤 立 させ な い ため、 子 ども を援助 す る た月め に何 が出来 るか を

親 が 考 え る。

現在 の２年 生、 ３ 年 生及 び職員 と保議 者 のぺ ３４ ０名 去受 請済。



ウ 通学路安全点検の実施

子 ども逢 のよ り 一層 の安 全を確 か なも の にす る た め、
李期 １回 保護 者 と児 責１
；

が 一 緒に そ れ ぞれ の通 学 路の 安 全 点検 を 実施 す る。 そφ 際 登 下校 時 や外 出 時

の約 束 な どを 確認 す る。
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Ｑ １ 一 人 で 歩く 道 で 心 配 な こ と は あり ま す か。

Ｑ ２ 日頃 から気をつ けてい ること や家庭で行っ 下いること な どあった ら故えてく ださ

い 。

・３⑤螂回を壱ζに業課研ん尊で新をつ叶弓３ζΨ釣業尊

ζを 詰 し合 い 書 しホ う。



工 防犯 ブザ ーの紹 介と 斡旋

防犯 ブザ ーの 使い 方 の指導 を 行う。
オ 子 ども１ １ ０ 番 の家 の周 知 倣 底 通学 路 上の 「１ １あ 番 の家」 の 確 認 を行

う
。

（２） 家 庭・ 地域・ 関係 機 関と の連 携 強化

① 不害者情報の共有化

管内 の不審 者情 報 を直 ち に共有 でき る 連絡 シス テ ム の由用。
学校く→ 子ども 学校 や 保働者 学校〈一〉地城 挙校 も 讐簑

②
．
ＰＴ Ａに よる通 学 路不 審 者対策 パ トロ ール の実施

ア ＰＴ Ａ 地 区委員 が 中心 に なり 全 会員 が ロ ーテ ー シ当 ンを 組 み、 各 地 区を

パ トロ ー ル す る。

イ 「パ トロー ル 中」 の磁 石ス テ ヅ カ ーを 卓 に貼 り、
壱 住 地 区 を登 下 校の 時

間帯 ３０ 分 から１ 時 間ほ ど行 う。

ウ 卓を使用 しない 方 は腕 章を して 交差 点な どに 立つ。
エ パ トロ ール 担当 期 間は、 買 い物 や外 出の 際もな る べく 貼る。

③ ＰＴ Ａ作成 の小 学校 撃安全マ ヅプの 活用

で鰐ζζ慧 ㌶ 鰐 捻 終 驚 意裏１賦の安全を地城

２ そ の他 の 対応

① 電話 によ る早 退依 頼につ い て は、 確 認 を行ラ。 必 ず 量話 で帰毫 を確 認 する。

②特別な理由に土り 学校に残る拐合は保竸者と連絡を取る。
止ず下校手段を確認 し

帰 宅を 確駆 する。
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